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第
４
回 

「
岩
手
の
勤
労
所
得
、
ど
う
す
れ
ば
改
善
で
き

る
か
？
」 

  

２
０
２
５
年
３
月
２
日
（
日
）
、
ト
ウ
サ
イ
ク
ラ
シ
ッ

ク
ホ
ー
ル
い
わ
て
（
岩
手
県
民
会
館
）
で
行
わ
れ
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
略
を
報
告
し
ま
す
。 

  

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨 

岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
教
授 
 

杭
田
俊
之
さ
ん 

岩
手
県
の
所
得
水
準
が
低
水

準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
県

民
含
め
て
共
通
の
認
識
か
と
思

い
ま
す
。 

岩
手
の
問
題
で
あ
る
と
と
も

に
、
日
本
全
体
の
問
題
で
も
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
賃
金

の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

 

公
務
員
賃
金
・
地
域
手
当
と
そ
の
波
及
効
果
か
ら 

考
え
る 

岩
手
地
域
総
合
研
究
所
理
事
長
・
岩
手
大
学
名
誉
教
授 

 
 
 
 
 
 

 

井
上
博
夫
さ
ん 

 

な
ぜ
岩
手
の
公
務
員
賃
金
は
下
が
っ
た
か
？ 

（
小
泉
・
竹
中
構
造
改
革
） 公

務
員
賃
金
が
な
ん
で
そ

ん
な
に
下
が
っ
て
き
た
か
と

い
う
と
、
一
番
大
き
い
の
は

「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改

革
に
関
す
る
基
本
方
針
２
０

０
５
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
、
あ

の
小
泉
構
造
改
革
。
そ
れ
か

ら
竹
中
構
造
改
革
の
、
毎
年

経
済
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
と
い
う

の
が
出
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
総
人
件
費
を
削
減
す

る
と
い
う
風
に
さ
れ
ま
し
た
。 

（
２
０
０
５
年
人
事
院
勧
告
・
地
域
手
当
） 

具
体
的
に
岩
手
と
特
に
関
係
の
あ
る
賃
金
決
定
に

つ
い
て
は
、
公
務
員
給
与
は
民
間
準
拠
と
い
う
け
れ

ど
も
、
地
方
に
行
く
と
公
務
員
賃
金
は
民
間
よ
り
高

い
で
は
な
い
か
、
だ
か
ら
、
地
方
の
賃
金
と
い
う
の
は

公
務
員
で
あ
っ
て
も
地
場
企
業
に
合
わ
せ
る
べ
き
だ

と
い
う
風
な
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。 

そ
れ
を
受
け
て
公
務
員
賃
金
を
一
律
４
．
８
％
見 

直
し
で
下
げ
ま
す
、
と
い
う
風
に
し
た
わ
け
で
す
。 

岩
手
は
そ
の
下
げ
っ
き
り
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
東 

京
都
は
１８
％
つ
け
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
で
い
わ

ば
地
域
間
の
格
差
が
固
定
化
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

公
務
員
給
与
の
地
域
賃
金
水
準
へ
の
波
及 

（
介
護
報
酬
） 

介
護
報
酬
と
い
う
の
も
一
級
地
か
ら
そ
の
他
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
一
級
地
が

２０
％
で
、
そ
の
他
は
０
％
で
す
。
岩
手
県
は
当
然
そ

の
他
で
す
。
だ
か
ら
介
護
報
酬
は
２０
％
安
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

（
地
域
最
低
賃
金
に
も
影
響
） 

地
域
別
の
最
低
賃
金
に
つ
い
て
も
影
響
を
与
え
る

と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
２
０
０
６
年
か
ら
最

低
賃
金
の
推
移
を
見
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も

と
格
差
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
格
差
が
広
が
っ
て

き
た
の
は
２
０
０
６
年
か
ら
先
で
す
か
ら
、
最
低
賃

金
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 岩
手
の
勤
労
所
得
改
善
の
た
め
に 

行
革
が
あ
り
、
人
事
院
勧
告
が
出
さ
れ
、
地
域
手
当

が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
公
務
員
の
賃
金
の

地
域
間
格
差
と
い
う
の
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
そ
れ
か
ら
準
公
定

賃
金
、
最
低
賃
金
で
、
官
制
の
、
い
わ
ば
作
ら
れ
た
地

岩
手
地
域
総
合
研
究
所 

２
０
２
４
年
度 

 

連
続
講
座
「
岩
手
の
再
生
」 

「
不
安
の
根
源
を
探
る
」 
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域
経
済
格
差
と
い
う
の
が
で
き
て
き
た
ん
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
私
の
主
張
で
す
。 

で
す
か
ら
、
何
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

一
つ
は
比
較
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
間
賃
金
が
ま
ず

は
上
が
る
必
要
が
あ
る
。
民
間
準
拠
で
す
か
ら
。
と
り

わ
け
中
小
企
業
の
賃
上
げ
と
い
う
こ
と
が
地
域
の
賃

金
水
準
を
決
定
す
る
上
で
極
め
て
重
要
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
賃
上
げ
で
き
る
環
境
を
ど

う
や
っ
た
ら
作
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
、

地
域
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。 

当
然
人
事
院
に
対
す
る
賃
上
げ
要
請
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
地
域
手
当
の
制
度
、
こ
れ
も
本
当
に
憲

法
上
１４
条
に
反
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
取
り
組

ん
で
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
公
務
員
賃
金
引
き
下
げ
が
他
の
分
野
に
波

及
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
を
断
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

最
後
は
、
一
番
基
盤
に
な
っ
て
い
る
最
低
賃
金
を 

全
国
一
律
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  

岩
手
県
の
民
間
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ 

て
い
る
か 

 
 

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
岩
手
県
連
合
会 

 

副
事
務
局
長 

 

佐
々
木
正
人
さ
ん 

は
じ
め
に 

私
か
ら
は
民
間
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て

い
る
か
、
特
に
時
間
給
で
働

く
方
の
部
分
も
含
め
て
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 同
一
労
働
同
一
賃
金 

正
規
の
社
員
と
フ
ル
で

働
く
非
正
規
の
社
員
の
方

と
パ
ー
ト
ナ
ー
社
員
さ
ん
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の

方
向
へ
動
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
最
近
で
は
時
間
給
で

働
く
方
に
も
し
っ
か
り
と
手
当
て
を
し
よ
う
よ
と
い

う
動
き
が
続
い
て
お
り
ま
す
。 

 岩
手
県
の
女
性
短
時
間
労
働
者
の
賃
金
状
況 

ど
う
い
う
ふ
う
に
賃
金
を
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
民
間
で
い
く

と
多
少
違
う
と
思
い
ま
す
が
、
だ
い
た
い
１１
％
と
か

１０
％
前
後
が
人
件
費
率
だ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

特
に
最
低
賃
金
の
決
定
が
一
番
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

（
組
合
の
役
割
） 

厚
労
省
が
発
表
し
た
と
こ
ろ
で
す
と
、
全
国
平
均

で
組
合
が
あ
る
な
い
で
ど
の
く
ら
い
違
う
の
か
と
い

う
こ
と
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
労
働
組
合
が
あ
る
と

こ
ろ
は
、
労
働
組
合
が
な
い
と
こ
ろ
に
比
べ
る
と
平

均
で
だ
い
た
い
３
，
０
０
０
円
く
ら
い
は
高
い
と
い

う
よ
う
な
結
果
が
出
て
お
り
ま
す
。
組
合
が
あ
る
方

が
本
当
は
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 時
間
給
賃
金
の
改
善
の
た
め
に 

賃
金
を
良
く
し
て
い
く
た
め
に
は
、
何
が
必
要
な

の
か
。
私
か
ら
言
え
る
の
は
や
っ
ぱ
り
最
低
賃
金
、
パ

ー
ト
さ
ん
を
守
る
た
め
に
は
最
低
賃
金
で
す
。
パ
ー

ト
さ
ん
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
規
の
社
員
の
人

も
守
っ
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。 

働
き
方
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
し
、

対
等
の
働
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
め

れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
環
境
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
代
に
も
入
っ
て
き
て
い
る
ん
だ
と
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
く
し
て
、
同
等
に
皆
さ
ん

働
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
よ
と
い
う
こ
と
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

岩
手
県
で
も
何
１０
円
、
５０
円
、
６０
円
上
げ
た
と
こ

ろ
に
は
補
助
金
を
出
し
て
い
ま
す
。 

岩
手
で
も
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
根

本
的
に
は
補
助
金
で
企
業
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
の

で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
企
業
が
自
立
し
て
、
給
与
を

し
っ
か
り
払
え
る
よ
う
な
企
業
に
し
て
い
か
な
い
と

難
し
い
。
そ
こ
に
は
や
っ
ぱ
り
人
が
、
人
材
が
必
要
だ

と
い
う
循
環
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
岩
手
県
の
経
済

が
好
循
環
を
生
む
機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 
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岩
手
の
勤
労
所
得
、
ど
う
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か 

岩
手
県
商
工
団
体
連
合
会 

 

婦
人
部
長 

颯
田
洋
子
さ
ん 

 

は
じ
め
に 

今
日
は
事
業
主
の
立
場
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

時
給
１
，
５
０
０
円
と
い

う
話
が
出
ま
す
と
、
事
業
主

の
人
た
ち
か
ら
は
「
も
ら
う

方
は
い
い
だ
ろ
う
け
ど
出
す

方
は
大
変
だ
」
と
い
う
話
が

必
ず
出
る
の
で
す
。
私
た
ち

商
売
を
す
る
者
を
取
り
巻
く

現
状
は
ど
う
な
の
か
と
い
う

こ
と
を
感
じ
る
と
こ
ろ
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 事
業
主
の
経
営
状
況 

（
中
小
企
業
の
倒
産
） 

盛
岡
財
務
事
務
所
の
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
昨
年

一
年
間
の
岩
手
県
内
の
企
業
倒
産
件
数
は
７６
件
。 

東
日
本
大
震
災
以
降
最
多
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

建
築
一
式
で
一
棟
建
て
を
す
る
よ
う
な
会
社
が
令

和
４
年
と
５
年
と
で
は
、
概
ね
３０
％
の
売
り
上
げ
の

減
少
。
ひ
ど
い
と
こ
ろ
は
６５
％
の
減
少
で
す
。
昨
年

１５
棟
を
立
て
て
い
た
も
の
が
７
棟
し
か
建
て
ら
れ
な

い
と
い
う
の
が
こ
の
間
の
流
れ
で
す
。
そ
れ
に
付
随

す
る
大
工
さ
ん
や
屋
根
屋
さ
ん
、
設
備
屋
さ
ん
、
水
道

屋
さ
ん
、
み
ん
な
に
影
響
が
広
く
行
き
渡
り
ま
す
。 

そ
こ
で
働
く
労
働
者
の
賃
金
は
賃
上
げ
ど
こ
ろ
で

は
な
く
て
、
ボ
ー
ナ
ス
支
給
な
ど
も
希
望
額
に
は
程

遠
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。 

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
） 

２
０
２
３
年
、
一
昨
年
の
１０
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
一
千
万
円
以
下
の
非
課
税
業

者
さ
ん
だ
っ
た
中
小
零
細
企
業
が
年
間
数
十
万
の
新

た
な
税
金
の
納
付
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
取
引
先
が

法
人
の
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
課
税
業
者
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
要
望
も
あ
っ
て
泣
く
泣
く

百
数
十
万
ぐ
ら
い
の
売
り
上
げ
の
不
動
産
収
入
で
あ

っ
て
も
イ
ン
ボ
イ
ス
を
登
録
し
て
税
金
を
納
め
る
と

い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。 

（
消
費
税
の
弊
害
） 

法
人
税
や
所
得
税
は
利
益
が
出
な
け
れ
ば
税
金
は

発
生
し
な
い
け
れ
ど
も
、
消
費
税
は
赤
字
で
も
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税
金
で
す
。
私
た
ち
と
す
れ

ば
、
海
外
に
会
社
を
持
つ
大
企
業
は
輸
出
還
付
金
と

い
っ
て
消
費
税
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
消
費
税
が

戻
っ
て
く
る
の
で
、
た
だ
の
一
円
も
消
費
税
を
納
め

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
本
当
に
驚
く
次
第
で

す
。 

 現
状
で
労
働
者
の
賃
上
げ
は
で
き
る
か 

当
社
の
よ
う
な
従
業
員
５
人
規
模
の
小
さ
な
会
社

で
も
、
年
間
の
社
会
保
険
料
の
法
定
福
利
厚
生
費
の

負
担
は
４
百
万
弱
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
例
え

ば
、
中
小
企
業
の
支
援
と
し
て
、
そ
の
半
分
２
百
万
円

を
国
が
直
接
支
援
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
針
が
出

さ
れ
る
場
合
、
２
百
万
円
を
５
人
で
割
る
と
一
人
当

た
り
年
間
４０
万
円
。
そ
う
す
る
と
、
月
額
に
な
ら
す

と
３
３
，
０
０
０
円
の
給
与
の
引
き
上
げ
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
時
給
１
５
０
０
円
は
実
現
可
能
だ
と
い

う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。 

 国
は
中
小
企
業
へ
の
政
策
を
転
換
、
改
善
せ
よ 

日
本
の
全
企
業
数
の
９
９
．
７
％
が
中
小
企
業
だ

と
言
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
小
業
者
で
働
く
労
働
者

は
、
日
本
の
全
従
業
者
の
７０
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
賃
上
げ
を
ど
う
す
れ
ば
で
き

る
の
か
と
言
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
直
接
支
援
、
国
保

税
を
下
げ
る
と
か
、
均
等
割
を
下
げ
る
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
し
か
な
い
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本

当
に
勤
労
所
得
を
上
げ
て
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め

に
は
、
貧
し
い
ほ
ど
負
担
の
大
き
い
消
費
税
の
減
税

と
税
金
の
集
め
方
、
使
い
方
の
歪
み
を
正
し
て
貧
困

な
社
会
保
障
や
高
す
ぎ
る
教
育
費
負
担
を
軽
減
す
る

な
ど
、
政
策
の
転
換
は
も
と
よ
り
、
中
小
企
業
予
算

の
引
き
上
げ
、
と
り
わ
け
社
会
保
険
税
の
国
の
直
接

支
援
を
実
現
す
る
の
が
本
当
に
最
直
近
の
施
策
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。 

 

（
文
責
事
務
局
） 
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「
県
立
紫
波
地
域
診
療
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る

県
条
例
の
一
部
改
正
」
を
考
え
る
（
２
） 

 

岩
手
県
社
会
保
障
推
進
協
議
会
事
務
局
長 

鈴
木 

露
通
さ
ん 

 

「
県
立
病
院
の
設
置
条
例
の
一
部
改
正
」
は
、
県
立 

病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
【
題
名
改
正
１

９
６
６
年
条
例
４
７
号
】
の
「
第
２
条
（
経
営
の
基
本
）

２ 

県
立
病
院
等
（
県
立
病
院
及
び
病
院
付
属
診
療

所
を
い
う
。
）
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
の
と
お
り

と
す
る
。
」
（
全
部
改
正
〔
昭
和
４１
年
条
例
４７
号
〕
）
、

一
部
改
正
〔
昭
和
４３
年
条
例
４３
号
・
６１
年
５２
号
〕 

こ
こ
が
一
部
改
正
と
さ
れ
ま
す
。 

指
定
さ
れ
る
別
表
（
第
２
条
関
係
）
に
、
令
和
６
年 

改
正
で
、
岩
手
県
立
中
央
病
院
の
枠
内
の
付
属
診
療

所
４
つ
の
一
つ
で
あ
る
紫
波
地
域
診
療
セ
ン
タ
ー
が

（
２
０
２
６
年
３
月
末
廃
止
）
付
記
を
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
表
記
の
条
例
の
「
附
則
」
２
に
は
、
病

院
診
療
所
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２３

年
岩
手
県
条
例
第
２８
号
の
２
）
は
、
こ
の
条
例
施
行

の
日
限
り
廃
止
と
す
る
。
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

３
．「
廃
止
」
へ
と
進
む
県
・
県
医
療
局
の
動
き 

県
保
健
福
祉
部
と
県
医
療
局
は
、
各
県
立
病
院
運
営

協
議
会
（
開
催
数
９
回
）
と
各
地
域
医
療
構
想
調
整
会

議
（
開
催
数
９
回
）
を
合
わ
せ
18
回
開
催
し
ま
し
た
。 

  

                       

  

小
原
県
医
療
局
長
は
、
12
月
４
日
の
県
議
会
本
会

議
で
「
す
べ
て
の
圏
域
で
地
域
医
療
構
想
会
議
や
県

立
病
院
運
営
協
議
会
を
延
べ
１８
回
に
わ
た
り
開
催
し

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
、
ま
た
、
病
院
・
地
域
医
療
セ

ン
タ
ー
の
所
存
す
る
市
町
村
に
は
、
直
接
職
員
が
訪

問
し
た
後
に
、
意
見
照
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
医
療

局
と
し
ま
し
て
は
、
い
た
だ
い
た
意
見
す
べ
て
を
吟

味
し
所
定
の
手
続
き
を
経
て
、
紫
波
地
域
診
療
セ
ン

タ
ー
の
廃
止
を
含
む
計
画
を
最
終
案
と
し
て
決
定
し
、

今
般
報
告
を
行
っ
た
」
と
答
え
て
い
ま
す
。 

１２
月
９
日
の
記
者
会
見
で
、
達
増
知
事
は
「
紫
波
の

診
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
診
療
所
が
充

実
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
注
が

れ
て
い
る
県
立
病
院
と
し
て
の
、
医
療
局
と
し
て
の

人
手
と
か
予
算
と
い
う
こ
と
を
別
の
と
こ
ろ
に
回
す

と
い
う
判
断
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど

も
、
・
・
・
・
・
・
・
そ
こ
で
高
度
な
手
術
と
か
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
意
味
で
は
、
地
域
医
療
体
制

の
発
展
、
充
実
を
は
か
る
方
向
で
の
今
回
の
新
し
い

計
画
と
い
う
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う

い
う
意
味
で
単
な
る
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
た
め
に
県
立

病
院
体
制
を
ど
ん
ど
ん
カ
ッ
ト
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
好
ま
し
く
な
く
、
あ
く
ま
で
も
全
体
と
し
て
の

発
展
、
充
実
と
い
う
方
向
で
調
整
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
考
え
ま
す
。
」
と
答
え
て
い
ま
す
。 

 ４
．
県
保
健
福
祉
部
と
県
医
療
局
の
体
制
等 

（
１
）
県
保
健
福
祉
部
の
運
営
に
つ
い
て 

県
保
健
福
祉
部
は
、
岩
手
県
保
健
医
療
計
画
（
２
０

２
４
～
２
０
２
９
）
は
知
事
が
諮
問
（
２
０
２
３
年
７

月
１２
日
）
し
、
岩
手
県
医
療
審
議
会
（
３
回
）
、
岩
手

県
医
療
審
議
会
医
療
計
画
部
会
（
４
回
）
で
の
審
議
を

通
じ
て
策
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
（
「
２
０
１
３
～
２
０

会
議
開
催
状
況
：
２
０
２
４
年
８
月
６
日
に
提
案
さ
れ

た
新
経
営
計
画
（
素
案
）
に
記
載
さ
れ
た
今
後
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
は
、
８
月
１３
日
以
降
、
各
圏
域
の
地
域
医
療

構
想
調
整
会
議
（
保
健
所
主
催
）
で
の
説
明
、
県
立
病
院

運
営
協
議
会
（
医
療
局
主
催
）
で
の
説
明
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。「
岩
手
中
部
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」（
８
／
26

①
）
、
「
令
和
６
年
度
第
１
回
両
磐
保
険
医
療
圏
の
地
域

医
療
を
守
る
懇
談
会
（
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）」（
８

／
26
②
）
、「
釜
石
地
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」（
８
／

27
③
）、
「
令
和
６
年
度
第
１
回
盛
岡
圏
域
医
療
連
携
推

進
（
地
域
医
療
構
想
調
整
）
会
議
」（
８
／
28
④
）
、「
胆

江
地
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」（
９
／
２
⑤
）
、「
令
和

６
年
度
第
１
回
釜
石
・
大
槌
地
域
保
健
医
療
推
進
会
議

（
釜
石
構
想
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
）」（
９
／
10
⑥
）

「
宮
古
地
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」
（
９
／
11
⑦
）、

「
盛
岡
圏
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」
（
９
／
20
⑧
）、

「
二
戸
圏
地
域
医
療
連
携
会
議
及
び
二
戸
構
想
地
域
医

療
構
想
調
整
会
議
」（
９
／
26
⑨
）、「
久
慈
構
想
区
域
地

域
医
療
構
想
調
整
会
議
」（
９
／
30
⑩
）、「
宮
古
構
想
区

域
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」（
10
／
22
⑪
）
、「
久
慈

圏
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」（
10
／
28
⑫
）
、「
両
磐

圏
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」（
10
／ 

29
⑬)

、
第
１

回
岩
手
中
部
保
健
医
療
圏
地
域
医
療
連
携
推
進
会
議
）

(

10
／ 

31
⑭)

、
「
気
仙
圏
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
」

(

11
／
５
⑮)

、「
二
戸
圏
域
県
立
病
院
協
議
会
」(

11
／

11
⑯)

、
「
第
１
回
気
仙
圏
地
域
医
療
介
護
連
携
会
議
」

（
11
／
14
⑰
）
、
「
第
１
回
胆
江
圏
地
域
医
療
連
携
会

議
」(

12
／
５
⑱) 

  
 
 

※
（
開
催
日 

№
） 
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１
７
」
（
５
か
年
計
画
）
：
「
２
０
１
８
～
２
０
２
３
」

（
６
か
年
計
画
）
。
２
０
２
４
年
３
月
に
開
催
さ
れ
た

第
３
回
岩
手
県
医
療
審
議
会
は
、「
次
期
岩
手
県
保
健

医
療
計
画
（
２
０
２
４‐

２
０
２
９
）
の
基
本
的
方
向

に
つ
い
て
」
を
答
申
、
４
月
に
医
療
法
に
基
づ
き
公
示

さ
れ
ま
し
た
。 

 

① 

岩
手
県
審
議
会
は
、
医
療
法
施
行
令
（
１
９
４
８

年
）
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
、
そ
の
中
に
あ
る
医
療
計

画
部
会
は
、
医
療
法
施
行
令
に
基
づ
き
、
岩
手
県
医

療
審
議
会
部
会
設
置
運
営
要
領
（
１
９
８
６
年
施

行
）
で
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

② 

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
つ
い
て 

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
医
療
法
第
３０
条
の

１４
に
、
構
想
区
域
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
の
知
事

が
認
め
る
区
域
（
「
構
想
区
域
等
」
＝
２
次
医
療
圏
）

ご
と
に
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
そ
の

他
の
医
療
関
係
者
、
医
療
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
協
議
の
場
を
設
け
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り

つ
つ
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
将
来
の
病
床
数

の
必
要
量
を
達
成
す
る
た
め
の
方
策
そ
の
他
の
地
域

医
療
構
想
の
達
成
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
協
議
を
行
も
の
と
し
ま
す
。
厚
労
省
通
知
（
２

０
１
８
年
２
月
７
日 

厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域

医
療
計
画
課
長
）
の
進
め
方
に
つ
い
て
基
づ
き
な
が

ら
進
め
ま
す
。
岩
手
で
は
、
地
域
に
あ
る
各
構
想
区

域
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
（
設
置
要
綱
お
よ
び
運

営
要
領
は
２
０
１
６
年
７
月
施
行
）
は
、
県
と
９
区

域
が
「
協
議
の
場
」
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

③ 

令
和
６
年
第
１
回
盛
岡
圏
域
医
療
連
携
推
進
（
地

域
医
療
構
想
調
整
）
会
議 

８
月
２８
日
に
、
県
庁
12
階
特
別
会
議
室
で
午
後
６

時
半
か
ら
８
時
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
構
成
は
、
医

療
機
関
１８
名
（
岩
手
医
大
付
属
病
院
２
名
）
、
保
健
・

医
療
９
名
、
福
祉
・
介
護
５
名
、
救
急
１
名
、
医
療
保

険
者
１
名
、
市
町
８
名
、
保
健
所
２
名
、
合
計
で
44

人
が
出
席
し
ま
し
た
。
事
務
局
は
保
健
福
祉
部
３
名
、

医
療
局
２
名
、
県
中
央
保
健
所
９
名
、
オ
ブ
２
名
が
出

席
し
ま
し
た
。
そ
の
会
議
の
「
会
議
録
」
が
公
表
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。 

県
医
療
局
経
営
管
理
課
の
熊
谷
正
信
総
括
課
長
は

新
経
営
計
画
（
素
案
）
を
説
明
し
ま
し
た
。「
県
立
病

院
の
役
割
と
し
て
は
、
民
間
が
立
地
し
に
く
い
地
域

で
行
わ
れ
る
と
い
う
先
ほ
ど
の
基
本
方
向
の
も
と
、

そ
う
し
た
環
境
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
地
域
診
療
セ

ン
タ
ー
の
一
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
計
画
期
間
中
の

廃
止
を
提
案
し
て
お
り
ま
す
」「
紫
波
地
域
診
療
セ
ン

タ
ー
に
つ
き
ま
し
て
は
、
計
画
期
間
中
に
築
40
年
を

迎
え
ま
す
。
改
修
工
事
等
、
施
設
に
関
す
る
経
費
が
多

額
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
時
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

１
日
平
均
患
者
数
に
つ
き
ま
し
て
は
30
人
未
満
、
人

口
１
万
人
あ
た
り
で
は
９
．
１
人
、
約
１
，
０
０
０
人

に
１
人
と
い
う
状
況
で
、
利
用
が
低
調
に
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。
こ
こ
10
年
間
で
、
周
辺
に
民
間
医
療

機
関
（
※
矢
巾
町
に
岩
手
医
科
大
病
院
を
建
設
）
が
増

加
し
、
多
く
の
方
が
民
間
病
院
を
利
用
さ
れ
て
い
る

状
況
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
民
間
病
院
が
立
地
し
に
く

い
地
域
（
※
住
田
、
九
戸
）
で
医
療
を
提
供
し
て
い
く

と
い
っ
た
県
立
機
関
と
し
て
の
役
割
は
終
え
た
と
考

え
ら
れ
ま
し
て
、
令
和
７
年
度
に
廃
止
す
る
方
向
で

ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

（
２
） 

 

県
医
療
局
の
運
営
に
つ
い
て 

 

県
医
療
局
の
組
織
体
制
は
、
「
本
庁
」
と
「
病
院
」

に
別
れ
て
設
置
さ
れ
、
本
庁
側
に
は
「
県
立
病
院
経
営

委
員
会
」（
県
立
病
院
経
営
委
員
会
設
置
要
綱 

２
０

０
５
年
５
月
設
置
）
が
あ
り
、
そ
の
目
的
は
「
経
営
計

画
の
策
定
、
経
営
計
画
に
基
づ
く
重
点
取
組
事
項
の

進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
、
外
部
有
識
者
の
意
見
・
提
言

を
得
る
」
こ
と
に
し
お
り
、
会
議
は
年
２
回
程
度
で
、

８
名
（
座
長 

浜
田
淳
氏
）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
病
院
側
に
は
、「
病
院
運
営
協
議
会
」（
県
立
病

院
運
営
協
議
会
等
要
綱 

２
０
０
４
年
４
月
設
置
）

が
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、「
二
次
保
健
医
療
圏
ご
と
に

各
県
立
病
院
の
現
状
と
課
題
、
連
携
と
機
能
分
担
の

状
況
等
に
つ
い
て
、
基
幹
病
院
の
主
催
で
年
１
回
開

催
さ
れ
、
圏
域
市
町
村
、
医
療
、
福
祉
の
団
体
の
長
、

県
議
ほ
か
各
圏
域
で
選
定
さ
れ
た
構
成
（
２５
名
以
内
）

で
、
理
解
を
促
し
病
院
運
営
に
関
す
る
意
見
交
換
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
県
立
病
院
経
営
委
員
会
は
、
２
０

２
４
年
８
月
６
日
に
開
催
さ
れ
、
前
回
に
内
容
を
報

告
し
て
い
る
の
で
省
き
ま
す
。 
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① 

令
和
６
年
度
盛
岡
地
域
県
立
病
院
運
営
協
議
会
の

開
催 

９
月
２０
日
に
県
立
中
央
病
院
４
階
大
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
市
町
村
か
ら
３
名
、
学
識
経
験
者
５

名
、
医
療
関
係
団
体
６
名
、
関
係
行
政
機
関
４
名
（
県

議
会
議
員
）
、
社
会
保
険
団
体
２
名
、
社
会
福
祉
関
係

団
体
１
名
、
婦
人
団
体
３
名
、
そ
の
他
１
名
、
委
員
は

計
２５
名
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
協
議
会
に
は
、

熊
谷
泉
紫
波
町
長
、
臼
澤
勉
県
議
（
紫
波
選
挙
区
）
、

加
藤
博
已
紫
波
郡
医
師
会
会
長
（
欠
席
）
、
中
野
洋
一

紫
波
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
会
長
代
理
、
細

川
直
子
紫
波
町
連
合
婦
人
会
会
長
が
出
席
し
て
い
ま

す
。
こ
の
中
で
、
医
療
局
長
は
挨
拶
を
し
、「
新
経
営

計
画
」（
素
案
）
を
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
会
議

録
は
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

（
※ 

春
山
一
男
氏
が
、
県
立
大
学
総
合
政
策
研

究
科
博
士
前
期
課
程
の
学
位
論
文
要
旨
の
第
２

章 

岩
手
県
医
療
局
に
お
け
る
市
民
参
加
で
、

「
県
立
運
営
協
議
会
」
の
設
置
な
ど
を
記
述
し

て
い
ま
す
） 

② 

「
経
営
計
画
検
討
委
員
会
」
の
追
及 

前
号
８８
号
で
、
２
０
２
４
年
２
月
９
日
に
開
催
さ

れ
た
令
和
５
年
度
第
２
回
県
立
病
院
経
営
委
員
会

の
資
料
４
「
次
期
経
営
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
」
の

「
現
在
の
検
討
状
況
」
で
、「
病
院
長
、
各
職
域
の
代

表
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
次
期
経
営
計
画
検
討
委
員

会
」
で
検
討
実
施
を
し
て
い
る
と
記
述
し
ま
し
た
が
、

そ
の
後
の
資
料
等
に
は
こ
の
検
討
委
員
会
は
記
載

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
県
医
療
局
に
パ
プ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
送
付
し
た
私
（
鈴
木
）
に
対
す

る
検
討
結
果
（
県
の
考
え
方
）
に
お
い
て
、
「
廃
止

に
つ
い
て
は
、
医
療
局
内
に
設
置
し
た
経
営
計
画
検

討
委
員
会
で
検
討
を
重
ね
、
紫
波
町
当
局
に
も
説
明

を
行
い
な
が
ら
、
素
案
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
す
。」

と
答
え
て
い
ま
す
。
「
本
庁
」
内
に
設
置
さ
れ
た
経

営
検
討
委
員
会
に
つ
い
て
の
要
綱
・
要
領
等
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。 

 

５
．
今
後
の
取
り
組
み
（
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
か
ら

の
「
地
域
医
療
構
想
」
関
係
通
知
文
書
等
） 

（
１
） 

地
域
医
療
構
想
の
策
定
に
つ
い
て 

国
は
安
倍
政
権
の
も
と
で
、
２
０
１
４
年
６
月
に
医

療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て

医
療
分
野
で
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
が
、
２
０
１
６

年
度
内
に
地
域
に
お
け
る
将
来
の
医
療
提
供
体
制
に

関
す
る
構
想
と
し
て
「
地
域
医
療
構
想
」
の
策
定
を
求

め
ま
し
た
。
「
２
０
２
５
年
時
点
の
病
床
の‟

必
要
数

“
を
４
機
能
（
高
度
急
性
期
、
急
性
期
、
回
復
期
、
慢

性
期
）
ご
と
に
推
計
し
、
高
度
急
性
期
・
急
性
期
病
床

は
、
２
０
２
５
年
ま
で
に
約
２５
万
床
を
減
ら
し
ま
す
。 

 

地
域
の
医
療
関
係
者
の
協
議
を
通
じ
た
自
主
的
な

取
組
に
よ
り
、
病
床
の
分
化
と
連
携
等
を
推
進
す
る

こ
と
で
、
よ
り
効
率
的
で
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制

の
構
築
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
」 

※ 

「
２
０
２
５
」
か
ら
「
２
０
４
０
」
問
題
へ

と
検
討
が
続
い
て
い
ま
す
。「
団
塊
世
代
」
が
後
期
高

齢
者
に
移
行
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
団
塊
世
代
の
ジ

ュ
ニ
ア
世
代
が
高
齢
者
層
に
移
動
し
て
き
ま
す
。
今
、

人
口
減
少
と
地
域
も
減
少
し
て
い
く
社
会
問
題
と
医 

 

療
・
介
護
等
の
社
会
保
障
問
題
が
私
た
ち
に
何
を
す

べ
き
な
の
か
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。 岩

手
県
は
２
０
１
５
年
４
月
２７
日
に
岩
手
県
医
療

審
議
会
に
「
岩
手
県
地
域
医
療
構
想
」
の
策
定
を
諮
問

し
、
２
０
１
６
年
３
月
１６
日
に
岩
手
県
医
療
審
議
会

か
ら
答
申
を
受
け
て
、
３
月
２８
日
に
「
岩
手
県
地
域
医

療
構
想
」
を
策
定
。
県
の
保
健
福
祉
部
医
療
政
策
室
が

２
０
１
６
年
３
月
に
「
岩
手
県
地
域
医
療
構
想
」（
概
要

版
）
パ
ン
フ
を
作
成
し
ま
し
た
。
概
要
版
パ
ン
フ
に
は
、

「
本
県
で
は
、
２
０
１
７
年
度
に
お
い
て
、
２
０
１
８

年
度
を
始
期
と
す
る
次
期
保
健
医
療
計
画
（
２
０
１

８
～
２
０
２
３
年
）
を
策
定
予
定
で
あ
り
、
次
期
介
護

保
険
事
業
支
援
計
画
と
な
る
こ
と
か
ら
、
医
療
と
介

護
の
総
合
的
な
確
保
に
向
け
て
両
計
画
の
整
合
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
」「
そ
の
際
、
地
域
の
医

療
提
供
体
制
に
係
る
情
勢
や
国
の
動
向
を
踏
ま
え
、

地
域
医
療
構
想
の
見
直
し
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
検

討
し
ま
す
」
と
記
述
し
て
お
り
ま
す
。 

 （
２
） 

厚
労
省 

地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
主
な
関

連
法
令
・
通
知
等 
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① 

関
連
法
令
・
通
知
等 

 

〇
２
０
１
７
年
３
月
３１
日
地
域
医
療
策
定
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
（
厚
労
省
医
政
局
長
通
知 

〇
２
０
１
８
年

２
月
７
日
地
域
医
療
構
想
の
進
め
方
（
同
地
域
医
療

計
画
課
長
通
知
） 

〇
２
０
１
８
年
６
月
２２
日
地
域

医
療
構
想
の
活
性
化
に
向
け
た
方
策
に
つ
い
て
（
同 

課
長
通
知
） 
※
地
域
医
療
構
想
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
２

０
２
４
年
１１
月
２９
日
時
点 

岩
手
県
内
４
名
（
木
村

宗
孝
ー
岩
手
県
医
師
会
副
会
長
；
望
月
泉―

八
幡
平
市

立
病
院
総
括
院
長
：
遠
藤
秀
彦―
国
民
健
康
保
険
葛
巻

病
院
名
誉
委
員
長
：
下
沖
収
岩
手
医
大
緊
急
・
災
害
総

合
医
学
講
座
総
合
診
療
医
学
分
野
教
授
） 

〇
２
０
１

８
年
８
月
１６
日
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
の
活
性
化

の
た
め
の
定
量
的
な
基
準
の
導
入
に
つ
い
て
（
同 

課
長
通
知
） 

〇
２
０
２
１
年
１
月
１７
日
公
立
・
公

的
医
療
機
関
等
の
具
体
的
対
応
方
針
の
再
検
証
等
に

つ
い
て
（
局
長
通
知
） 

〇
２
０
２
１
年
７
月
１
日
人

口
１
０
０
万
人
以
上
の
構
想
区
域
に
お
け
る
公
立
・

公
的
医
療
機
関
等
の
具
体
的
対
応
方
針
の
再
検
証
等

に
つ
い
て
（
局
長
通
知
） 

〇
２
０
２
２
年
３
月
２４

日
地
域
医
療
構
想
の
進
め
方
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
） 

〇
２
０
２
３
年
３
月
３１
日
地
域
医
療
構
想
の
進
め
方

に
つ
い
て
（
同 

課
長
通
知
） 

〇
２
０
２
４
年
３
月

２８
日
２
０
２
５
年
に
向
け
た
地
域
医
療
構
想
の
進
め

方
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
） 

〇
２
０
２
４
年
７
月
３１

日
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る
推
進
区
域
及
び
モ
デ
ル

推
進
区
域
の
設
定
等
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
、
１
０
．

１
０
一
部
改
正
） 

（
※ 

医
療
計
画
の
策
定
に
係
る
指
針
等
の
全
体

像
：
基
本
方
針
（
大
臣
告
示
） 

医
療
計
画
作
成

指
針
（
局
長
通
知
） 

病
院
・
事
業
及
び
在
宅
医

療
に
係
る
医
療
体
制
構
築
に
係
る
指
針
（
課
長

通
知
） 

） 

② 

野
原
県
保
健
福
祉
部
長
、
望
月
八
幡
平
市
立
病
院

総
括
院
長
の
出
番 

 
 

厚
労
省
に
は
、
地
域
医
療
構
想
の
た
め
に
「
地
域

医
療
構
想
及
び
医
師
確
保
計
画
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
」（
委
員
は
11
名
）
が
設
置
さ
れ
、
２
０

１
６
年
７
月
２９
日
の
第
１
回
か
ら
２
０
２
１
年
２
月

１２
日
の
第
３１
回
を
開
催
し
、
さ
ら
に
、
２
０
２
１
年

７
月
２９
日
の
第
１
回
か
ら
２
０
２
４
年
７
月
１０
日

の
第
１５
回
ま
で
会
議
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

新
設
さ
れ
た
「
新
た
な
地
域
医
療
構
想
等
に
関
す
る

検
討
会
」（
委
員
は
２１
名
）
は
、
２
０
２
４
年
３
月
２９

日
に
第
１
回
を
開
催
し
て
２
０
２
４
年
１２
月
に
「
新

た
な
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
と
り
ま
と
め
」
ま
で

検
討
を
し
ま
し
た
。「
Ｗ
Ｇ
」
に
は
、
野
原
勝
県
保
健

福
祉
部
長
が
全
国
衛
生
部
長
会
の
代
表
で
長
く
参
加

し
、
望
月
泉
八
幡
平
市
立
病
院
総
括
院
長
も
公
益
法

人
全
国
自
治
体
病
院
協
議
会
会
長
と
し
て
参
加
し
、

「
検
討
会
」
の
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。 

 
 

野
原
部
長
は
、
２
０
２
２
年
２
月
２９
日
に
「
岩
手

県
に
お
け
る
地
域
医
療
構
想
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
講

演
を
し
て
い
ま
す
。 

 

（
３
） 

総
務
省
の
動
き 

２
０
１
５
年
３
月
31
日
に
自
治
財
政
局
長
通
達
通

知
を
出
し
、「
持
続
可
能
な
地
域
医
療
提
供
体
制
を
確

保
す
る
た
め
の
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
」
を
策

定
し
ま
し
た
。
２
０
２
２
年
３
月
２９
日
付
「
公
立
病

院
経
営
強
化
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
局
長
通
知
後
に 

同 

准
公
営
企
業
室
長
に
よ
る
公
立
病
院
の
新
設
・

建
替
等
及
び
区
の
分
化
・
連
携
強
化
を
伴
う
施
設
・
設

備
の
整
備
に
か
か
る
手
続
き
を
扱
う
通
知
や
、
連
続

し
て
公
立
病
院
経
営
強
化
の
推
進
に
係
る
財
政
措

置
・
部
分
等
に
つ
い
て
取
扱
い
を
通
知
し
て
い
ま
す
。 

 

都
道
府
県
に
対
し
て
、
地
域
医
療
構
想
や
医
師
確

保
計
画
等
と
の
整
合
性
の
確
認
を
含
め
た
助
言
を
強

く
求
め
て
い
ま
す
。
総
務
省
は
、
経
営
強
化
プ
ラ
ン
を

「
地
域
医
療
構
想
の
進
め
方
に
つ
い
て
」
２
０
２
２

年
３
月
24
日
付
け
厚
労
省
医
政
局
長
通
知
と
と
も
に
、

公
立
病
院
の
地
域
医
療
構
想
に
係
る
具
体
的
対
応
方

針
と
結
合
し
て
動
い
て
い
ま
す
。 


